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１．はじめに 

首都直下地震等の大規模災害時には大量の応急仮

設住宅、復興住宅（災害公営住宅）が必要であり、

これら住宅供給コストの低減、被災者の早期の居住

安定を図るには、民間賃貸住宅ストックの空き家等

の新たな活用が求められる。本稿では被災時に無被

害の住宅に加え、軽微な被災住宅についても迅速に

補修・改修を行って、借上げにより仮設住宅（借上

げ仮設住宅）化して供給したり、借上げ仮設住宅等

に居住性向上の改修を行い、借上げによる復興住宅

（借上げ復興住宅）化を図ることが可能な住宅を評

価・判断するための基準の検討について紹介する。 

２．被災住宅の改修による使用継続性の判定基準案

の策定（借上げ仮設住宅化） 

熊本地震時に軽微な被災をした既存住宅を補修し

て借上げ仮設住宅とした事例（補修型みなし仮設住

宅）の実態調査を行い、補修内容、工期、費用等の

関連を分析した。早期入居の実現例では４月の被災

後１か月程の工事が多く（図-1）、共用部分の外壁

（非構造壁）ひび割れや受水槽の補修、住戸内部で

は内装や建具の補修、水漏れ補修等が多くみられた。 

本調査結果等を踏まえ、また被災直後からの段階

的な建物チェックも想定し、①平常時に自治体で把

握しておくべき基本情報（立地、建設年、間取り等）、

②安全性の確認等（建物の構造安全性確認）、③使

用継続性の判断基準（住戸アクセス、設備等）の３

項目で構成する判定基準案を作成した。 

３．借上げ復興住宅として活用可能な住宅の判定基

準案の策定（借上げ復興住宅化） 

既存住宅の借上げによる公営住宅化の実績を有す

る20自治体（うち復興住宅化は1自治体）への調査か 
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31 37 RC 7 ★ 〇●
05 8 Ｗ 2 〇 ●★
30 34 RC 7 〇 ● ★
18 37 S 6 〇 ★●
15 8 S 3 〇 ● ★
36 44 RC 10 〇 ● ★

［INDEX］★入居　○工事開始　●工事完了  

図-1 補修型みなし仮設住宅の入居・工事時期の例 
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図-2 借上げ公営住宅（ストック型）の基準適用例 

ら、借上げ基準の項目や要求水準等を把握、整理し

た（図-2）。高齢世帯等の需要世帯の特徴も踏まえ、

バリアフリー基準は一定水準を要求しつつも、借上

げ対象とする住宅の建設年代に応じて緩和適用して

いるといった実態が把握できた。 

これを参考に、復興住宅の必要戸数は災害規模に

よって、また確保可能な戸数は地域の賃貸住宅事情

にも影響される事情も踏まえ、基準案では復興住宅

としての基本基準（設定する性能項目や要求水準の

基本的な考え方を提示）と、大規模災害後に発生す

る一時的な需要に対応するための緩和基準の二段階

のレベルを設定し、自治体において災害規模や地域

の実情に応じ、借上げ復興住宅化する対象の選定基

準設定が容易となるような基準の構成とした。 

４．おわりに 

今後、本研究成果をもとに判定基準を作成し、自

治体への周知等を通じて、被災時の早期の居住安定

の実現に寄与することが期待される。 

※本稿の成果はPRISMの事業実施によるものである。 
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１．はじめに 

空港では、2011年東北地方太平洋沖地震による仙

台空港の津波被害や、2018年台風21号による関西国

際空港の高潮浸水被害など、幾多の大規模自然災害

による被災を受けている。被災直後の施設の状況把

握においては、俯瞰的な視点による情報収集を迅速

に行うことができるドローンの活用が有効であると

考えられる。本稿では、滑走路や着陸帯等の空港土

木施設の緊急点検にドローンを活用するための条件、

点検方法、留意事項等を検討・整理した「空港土木

施設点検におけるドローン活用の手引き（案）」の

概要について、紹介する。 

 

２．ドローン活用の手引き（案）の概要 

「空港土木施設点検におけるドローン活用の手引

き（案）」は、１章総則、２章事前準備、３章点検

実施前の確認、４章空港施設の点検、５章ドローン

の維持管理の全５章で構成している。 

１章総則では、目的、適用範囲、用語の定義、ド

ローンによる施設点検の基本、使用するドローンの

性能・機能や、画像撮影に関する基本事項を記載し、

２章事前準備では、必要な届出と手続き、全体計画

や運航計画の作成、事故対応マニュアル等の作成等、

被災発生前に準備すべき事項を記載している。３章

点検実施前の確認では、空港運用情報やNOTAM発行の

確認、機体の運航前点検、運航計画の調整・周知、

現場の安全管理、運航中止の条件、不具合や事故発

生時の対応等を記載し、４章空港施設の点検では、

点検対象施設と点検のポイント、実施手順、実施体

制、点検方法、点検データの整理・活用・保管等に

ついて記載している。５章ドローンの維持管理では、

ドローンの運航実績等の記録・管理、点検・整備、

保管時の注意事項、機体の更新・廃棄に関する留意

事項等を記載し、巻末の付録には、飛行前・後チェ

ックリスト、維持管理チェックリスト、撮影計画・

運航計画の作成例、点検記録簿の例を添付している。 

 

３．空港特有の留意事項 

空港内には、強力な電波を送受信する航空保安無

線施設（VOR、DME、ILS、ASR等）があり、これらの

施設の電波出力は、ドローンの電波出力（最大1W）

を大幅に上回るため、無線施設の近傍では、感度抑

圧（本来受信すべき電波ではなく、高出力で発信し

ている異なる電波を受信する現象）によって、ドロ

ーンが操縦不能に陥る危険性があり、さらに、ASRに

よる高出力の電波（10kW）を受けた場合には、電磁

波によってドローンの内部装置が破損する可能性も

ある。このため、被災直後に空港の運用が停止した

状態であっても、無線施設の干渉範囲を飛行させる

際には、当該無線施設の停波が必要となる。 

 

図  航空保安無線施設の配置の例 

 

４．おわりに 

本手引き（案）は、現在、国立研究開発法人新エ

ネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が開発中

の国産ドローンの暫定スペックを用いて整理したも

のであるが、今後の更なるスペックの改良・更新等

にも対応できるものと考えている。 
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